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○西尾市民病院医師確保奨学金貸与条例施行規則 

平成25年12月26日規則第29号 

改正 

平成26年12月22日規則第49号 

平成30年３月27日規則第17号 

令和３年３月25日規則第17号 

西尾市民病院医師確保奨学金貸与条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、西尾市民病院医師確保奨学金貸与条例（平成25年西尾市条例第30号。以下「条

例」という。）第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（貸与の申請手続） 

第２条 条例第４条の規定により奨学金の貸与を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

西尾市民病院医師確保奨学金貸与申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

(１) 在学証明書（申請日の属する年度の翌年度に大学又は大学院に入学する場合には、当該大学

又は大学院に合格したことを証する書類） 

(２) 履歴書 

(３) 誓約書 

(４) 住民票の写し 

(５) 連帯保証人の印鑑登録証明書 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（貸与の決定） 

第３条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、書類の審査及び面接並びに必要な調査

を行い、奨学金の貸与の可否を決定し、西尾市民病院医師確保奨学金貸与（不承認）決定通知書に

より、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、奨学金のうち４月分から６月分までを４月に、７月分から９月分までを７月に、10月分

から12月分までを10月に、１月分から３月分までを１月に交付するものとする。ただし、市長が特

別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

（連帯保証人） 

第４条 条例第５条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者２人とし、申請者に父又は母

がある場合は、当該連帯保証人のうち１人は、父又は母から定めなければならない。 

２ 奨学金の貸与が決定した者及び奨学金の貸与を受けている者は、連帯保証人が死亡したとき、破

産法（平成16年法律第75号）の規定による破産手続開始の決定があったとき、その他連帯保証人と

して適当でない理由が生じたときは、当該連帯保証人を変更しなければならない。 

３ 前項の規定により連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届（様式第２号）、変更後の連

帯保証人の印鑑登録証明書を市長に提出しなければならない。 

（在学証明書等の提出） 

第５条 条例第６条の規定により奨学金の貸与を受けた者（以下「奨学生」という。）は、奨学金の

貸与を受けている期間中においては、毎年４月末日までに在学証明書及び前学年度末における学業

成績証明書を市長に提出しなければならない。 

（貸与の取消し及び一時停止） 

第６条 市長は、条例第７条の規定により奨学金の貸与を取り消し、又は奨学金の貸与を一時停止し

たときは、西尾市民病院医師確保奨学金取消（一時停止）通知書により、当該奨学生に通知するも

のとする。 

（奨学金の停止解除手続） 

第７条 条例第７条第２項の規定により、奨学金の貸与を停止された奨学生が、再び奨学金の貸与を

受けようとするときは、西尾市民病院医師確保奨学金停止解除申請書（様式第３号）を市長に提出

しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査を行い、西尾市民病院医師確保奨学金停止解除通

知書により、当該奨学生に通知するものとする。 
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（借用証書） 

第８条 奨学生は、条例第３条の規定による奨学金の貸与期間が終了したとき、又は条例第７条第１

項の規定により奨学金の貸与を取り消されたときは、直ちに西尾市民病院医師確保奨学金借用証書

（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（返還方法変更の申請） 

第９条 奨学生は、条例第８条第１項ただし書の規定により奨学金を返還しようとするときは、西尾

市民病院医師確保奨学金返還方法変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査を行い、西尾市民病院医師確保奨学金返還方法変

更承認（不承認）決定通知書により、当該奨学生に通知するものとする。 

（返還の猶予申請） 

第10条 奨学生は、条例第９条の規定による返還の猶予を受けようとするときは、西尾市民病院医師

確保奨学金返還猶予申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査を行い、西尾市民病院医師確保奨学金返還猶予（不

承認）決定通知書により、当該奨学生に通知するものとする。 

（期間の計算） 

第 11 条 条例 10 条第１号及び第２号に規定する市民病院に勤務した期間の計算については、月数に

よるものとし、勤務を開始した日の属する月から起算する。ただし、次に掲げる期間により、月のうち

１５日（週休日、休日を含む。）以上勤務しなかった日のある月があるときは、当該月数を控除するもの

とする。 

(１) 連続する１月以上の病気休暇における全ての期間（公務に起因するものを除く。） 

(２) 休職及び育児休業の期間 

(３) 停職の期間 

(４) 配偶者同行休業及び自己啓発等休業の期間 

２ 前項の規定により勤務した期間を算定する場合において、育児短時間勤務又は介護休業、介護時間若

しくは部分休業の承認を受け勤務時間を減じられているときにあっては、勤務を減じられた時間を減じ

られる前の勤務時間で除して得た数を、当該期間に乗じて得た期間を勤務した期間から控除するものと

する。 

（返還の免除） 

第12条 市長は、条例第10条の規定による返還の免除を決定したときは、西尾市民病院医師確保奨学

金返還免除通知書により、当該奨学生に通知するものとする。 

 （届出） 

第13条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにその旨を市長に届け出なければ

ならない。 

(１) 氏名又は住所を変更したとき。 

 (２) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条各号に掲げる欠格条項又は医師法（昭和23年法

律第201号）第４条各号に掲げる相対的欠格事由のいずかに該当したとき。 

(３) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。 

(４) 奨学金の貸与を受けることを辞退するとき。 

(５) 退学したとき。 

(６) 留年し、休学し、又は停学の処分を受けたとき。 

(７) 医師の充実に資することを目的とした他の奨学金その他これに類する資金（臨床研修修了後

の勤務を返還免除の対象にした奨学金等も含む。）の貸与を受けたとき。 

(８) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。 

(９) 条例第７条第２項の一時停止を解除しようとするとき。 

２ 連帯保証人は、奨学生が死亡し、又は失踪したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければな 

らない。 

（委任） 

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 
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附 則（平成26年12月22日規則第49号） 

この規則は、平成27年１月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月27日規則第17号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月25日規則第17号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/10 

様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 
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様式第６号（第10条関係） 

 

 


